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問
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を
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意
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本
省
課
長
職
を
経
験
し
な
い
外
務
省
職
員
の
大
使
人
事
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

現
在
、
大
使
で
本
省
課
長
を
経
験
し
な
か
っ
た
者
が
い
る
か
。
い
る
な
ら
ば
そ
の
人
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

外
務
省
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、
外
務
省
改
革
の
一
環
と
し
て
発
表
さ
れ
た
二
〇
〇
二
年
八
月
二
十
一
日
付
の

「
入
省
時
の
試
験
区
分
毎
の
キ
ャ
リ
ア
・
パ
ス
（
異
動
・
昇
進
コ
ー
ス
）
」
な
る
文
書
に
お
い
て
、
「
本
省
課
長
（
注
）
を

経
験
し
な
か
っ
た
者
は
、
原
則
と
し
て
大
使
に
任
用
し
な
い
。
（
注：

本
省
の
課
長
ポ
ス
ト
に
は
、
中
央
官
庁
の
課
長
は
含

ま
れ
る
。
）
」
と
の
記
載
が
あ
る
が
、
外
務
省
は
こ
の
方
針
を
現
在
も
変
更
し
て
い
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。


